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アル コール問題 の概念化 に関す る一考 察

疾病概念を中心に

佐 藤 寛 之

は じめに

アル コール依存症は 「隠 されている」 といわれる。お酒の問題 を誰 も問題 として認めた

が らない、笑い話 くらいには考 えて も誰 も本気に考えない。それゆえに本人が一人で苦 し

んでいた り、家族がだれに も相談で きずに苦 しんでいる。 「否認の病」 といわれるゆえん

である。セラピーで 「直面(confrontation)」 が重視されるとい うの も、本人が、周囲の

人々が問題 として認めない、 自分の苦 しみ、つ らさを認めない とい う背景があるか らこそ

である。こうしたことか ら明 らか なのは、あ る状況を苦 しい、耐 えがたい、 と感 じること

を禁 じるような圧力があ り、誰か に相談 した り、助けを求める といった問題解決に困難が

あるということである。

この ような困難がある とすれば、何 らかの状況 を問題 として概念化する際に、 また問題

の解決手段 の想定それ 自体に、問題解決に向けての介入を無化す るような仕組みがあるの

ではないだろ うか。た とえば、悪徳や悪習、社会的逸脱行動が、科学的専 門知識 を持 った

医療従事者の研究対象、治療対象 になってゆ く現象を 「医療化」 とよび、社会学ではその

過程 に関す る多 くの研究の蓄積がある。 しか しここでは医療 という制度が積極 的に拡大 し

てゆ くことよりも、医療であれ何であれ、問題化 し介入 しようとする動 きを積極的に押 し

戻 してゆ く力に焦点 をあててみようとい うことである。その意味で この論文は、アルコー

ル問題の 「医療化の失敗」ではな く、問題化の論理の多様性(hybridity)を 主軸に検討 し

たM・Valveldeの 著作(1998)に 多 くを負 うことになる。

この論文では一つの問題 としての概念化のあ り方、その論理 としてのアルコホリズムの

疾病概念をとりあげ、主にアメリカ禁酒運動の中であ りえた問題の概念化をふ りかえって

みたい。個人によって行われる飲酒、習慣 的大量飲酒、嗜癖的な飲酒 という問題の問題化、

そ してそれへ対処す る論理の中で、 どの ようなアルコホ リック(受 難者)像 が可能であろ

うか。たとえば、WHOの 薬物嗜癖 に関す る専門委員会の1964年 の答申によれば、(エ タノ
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一 ル=ア ル コー ル も含 め た)薬 物 依 存 とは 「あ る 人(host)が 、 あ る状 況 下

(environment)で 、ある中枢神経系作用物質(agent)の 効果=中 毒(intoxication)を

もとめ、みずか らの意志でその物質をくり返 し摂取すること」であるという(斎 藤1978a:

8)。 ここで、アルコホ リズム をもた らす ことが可能なのは 「個体」要因、「環境」要因、

「薬物」要因、そ して 「意志」だ と想定 されている。であれば、アルコホ リズムの問題解

決 はこれ ら四つの要因にあてて行 なわれるはず である。 「個体」 とは個 人の身体の物理的

条件、「意志」 とは個人の 「内面」だ といいか えてもよい。この ようなアルコホ リズム観、

アルコールと人間 とのあ り方の把握はとくに新 しい ものではない。とりわけ目を引 くのは、

身体的要因や環境的要因 とならんで、アルコホ リックの 「意志」が数えられている点であ

ろう。アル コールへ の嗜癖 ・依存 を問題化す る議論の なかで たびた び言及 されるのが、

「意志」であ りまた、「意志」 とその他 の要因 との緊張 関係 なのである。ふつ うある人が

「病気」であるといった場合、その人の 「意志」の及 ばない因果的プロセスによって 「病

気」になったと考えられる。それゆえに 「病 人」は病気 をもたらした原因に関 して責任免

除される傾 向にある。科学はそのプロセスを観察可能な もの として実体化 し、 また医療 と

はその因果的プロセスに何 らかの手段 を用いて介入することを目指す。個人の飲酒問題 は

しば しば 「意志 の病」 として概念化 されるが、飲酒 をコ ントロールする 「意志」なるもの

が身体の器官 として実体化 されるならば、その部位が損傷を受けているという意味で 「意

志の病」 という言い方が あ りうる。 しか し、「意志の病」 とい うときには撞着的な感 じ、

「意志」 を科学的 に分析す るというときに 「自由意志」の範疇 に決定論 をもちこむ という

挑戦 的な感 じが しないだろうか。実際 「意志の病」 とい う科学的概念化 は非常に挑戦的で

あ り、困難 な試みだったの だ。 これはす なわち、問題 に個人の 「意志が及ばない」か ら

「病気」であ り、治療 に値する とい う 「病気」 としての構 図に、アルコールの問題がすん

な り当ては まらない とい うことである。

1E・M・ ジ ェ リネ ックの疾病概 念

個人の飲酒、 しか も習慣 的な過剰飲酒、嗜癖的飲酒を問題化する多様 な立場の うちの一

つの立場が、それを病気 とみな し医療的対処をめ ざす ものである。

そこで、アルコール問題が 「病気」である、アルコホリックは 「病人」 として扱われる

べ きであると主張す るためには、つ まり 「疾病」 として概念化す るため には、 どの ような

論理構成 をとらねばならないかを確認 してお きたい。 ここでは全国禁酒法以後のア メリカ

でアルコール医療の指導者的立場 にあったE・M・ ジェリネックによる疾病概念の整理 を
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参考 にす る。と りわけその著書 『アルコホリズムの疾病概念』(ジ ェリネ ック1960=1973)

には、 さまざまな要因 に関す る議論が網羅的にとりあげ られてお り、「病気」であるとい

う主張のためにとらねばならない論理、距離 を置かねばな らない論理 について示唆を得る

ことがで きる。

1-1薬 理学的過程による身体的依存

ジェ リネ ックは まず 「アルコホ リズム」を非常に広 く定義 している。「個人、社会ある

いはこれ ら両者 にいか なる障害をもひき起こす ような、アルコール飲料のいかなる使用 を

も、アルコホ リズムというと名付 け」る。(ジ ェリネック1960=1973:42)ア ルコールが引

き起こす問題は、個人の嗜癖、依存に限らず、酩酊、泥酔、酒乱の暴行、乱痴気騒 ぎ、飲

酒運転、労働効率の低下、暴動、さらにはFAS(胎 児性 アルコール症候群)な ど広範にわ

たる。ジェリネックはアルコールがもた らす問題の広漠 さを認めなが ら、その上で、 この

ような 「アルコホ リズム」一般 と 「病気 としてのアルコホリズム(alcoholism-disease)」

とを峻別 し、む しろ 「独立 した疾病」 としてのアルコホリズムをなるべ く狭 くとらえよう

とするのである

彼は様々なアルコホリズムをアルファ、ベータ、ガンマ、デルタの4種 類に類型化する ω。

アルファ:対 人関係の障害、ある種の栄養障害、なんらかの身体的 ・情緒的苦痛か ら免れ

るための 「無規律undisciplined〔2}」 な飲酒。 「身体 的苦痛あるいは情緒的障害か ら免れる

ということは、基底 に病気のあるこ とを意味 してお り、 したが ってアルコール飲料の"無

規律"な 使用 は、それで軽減される病的状態の一症状 とみなしてもよいだろう。 この種の

アルコホリズムはそれ自体病気 とはみな し得ない。」(同:43)

ベー タ:「 多発性末梢神経障害、 胃炎、肝硬変な どのアル コホリズム合併症が、アルコー

ルの身体 的依存 ならびに心理的依存双方 な しに発生す る種類のアルコホ リズムであ る。」

(同:44)

くP五番 目の ア ル コホ リズ ム と して イプ シ ロ ンタイプ に もジェ リネ ックは触 れて い る
。 「渇酒症

(dipsomania)」 にあたる もので周期的 に連続飲 酒を行 うもの と一応仮定 しているが、 ジェ リネ ックはそれ

に対する記述 も定義 も行わない。(ジ ェ リネック1960=1973:46)
伽 自 らの意志に よって とめる ことが で きない

、 とい う意味で はな く、「飲酒 の量、時、機会 とか場

所 に関連 した社会規範(広 く認め られて いる習慣)の 故意に行われる違反 を指 してい る。」(同:49)ガ ンマ

型 に見 られる 「抑制喪失」では、故意の 「無規律飲酒」 はお こ らな くなる。
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ガンマ:「 獲得性組織耐容量増加」「適応性細胞代謝」「離脱症状 と渇望(craving)」 「抑

制喪失(lossofcontrol)」 が起 こって くるアルコホ リズム。 「耐容量」の増加 に よって、

この種のアルコホリックは飲酒 をはじめるたびに 「抑制喪失」がお こるので、治療は完全

な断酒(abstinence)だ けである。

デル タ:飲 酒す る量 をコン トロールで きないとい う 「抑制喪失」 は起 こらないか わ りに

「禁酒不能(inabilitytoabstain)」 を示す。つ ま り飲酒する量は抑制できるが、つねに体

内にアル コールを保持 していないと、わずかの間の禁酒期間で、離脱症状 を呈する場合。

ジェリネックが 「病気 としてのアルコホ リズム」の疾病本質 として選び、集中 しようと

したのは 「薬理学的な過程」による生体への作用であった。 「病気 としてのアルコホリズ

ム」は、何年かの飲酒経験のなかで進行的に形成 される。 そのサ インと しての生理学的な

実体 は、「獲得性耐容量増加」 と 「離脱症状群」 を引き起 こす何 らかの生体の変化であ る。

さらにいえば 「離脱症状群」に基礎付 けられた 「渇望」 と 「抑制喪失」だとい うことにな

る。他の要因 も考 えられるが、以上の薬理学的基盤だけで、アルコホリズムを疾病視する

ことが十分可能であるとの判断である。

「もし、(進 行的に獲得 された)何 かある生理的あるいは生化学的異常が一 それ自体は

あ まり重大 にみえな くとも一神経組織か ら、ある有害物質に代謝 を適応 させ まいとす る抵

抗力を奪い取れるとした ら、その適応 といった ものは、それに付随す る行動変化すべてを

含めて、病気 と名付けてよいのではないか。」(同:178)

したが って上記四種類のアルコホ リズムのうち、「独立 した疾病」 としての 「疾病 とし

てのアル コホリズム」 に値するのは、ガンマ型 とデル タ型 だということになる。 アルファ

型は飲酒問題以前の何 らかの心理的 ・精神 的な障害、社会的に困難な状況が想定 される場

合、アル コホ リズムがそれ らの表現である場合 であ り、ベータ型 はアルコールの摂取 によ

って二次的に引 き起 こされた身体的な障害 を指す。アルフア型 は 「症候 としての アルコホ

リズム」 であ り(症 候説)、 ベータ型 は 「アルコホリズムに起因する障害」(ア ルコホリズ

ム関連障害説)で ある。これ らの説は、アルコホリズムを 「独立 した疾病」 と考える見方

に反する。

この ようにジェリネックはアルコホリズムの疾病本質を薬理学的な過程 による身体的依

存に集中 した。 どうして耐容量が増加するか、 どのようにして離脱症状が起 こるかの メカ

ニズムはまだ完全に分かっていないことを認め、アルコホリズムの医学的な探求は、 この

メカニズムの解明に集中するべ きであることを提案するのである。
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ジェ リネックはアルコホ リズムが病気であるという概念が、一つの政治的主張であ り、

真が偽か とい うよ り、受容 されるか拒否 され るか というレベルにあることを強 く意識 して

いた。「病気」であるというためには、「病気」ではない という勢力に対抗 しな くてはなら

ない。た とえば、彼 はこのような抵抗勢力 として禁酒運動を想定 している。なぜ なら、病

気だとい う見方は、禁酒を道徳的 に説得 ・教育す る努力 を脅かすか らである。 また、病気

としての見方は、作用因 としての アルコールだけが悪いのではない とい う含意をもつゆえ

に酒造業界にとっては申し分のない理屈 とな り〔31、アルコール飲料の撲滅 を目指す勢力に

とって脅威 となるのである(同:198)。 つ ま りジェリネックのいう 「禁酒運動」に とって

は、アルコホ リズムは悪徳であ り悪習であ り、アル コホリックは教育されるか、罰せ られ

るかでな くてはな らない。

こうした意見 に対 してアル コホリズムが 「病気」であることを示す ために、彼は、アリ

ス トテ レスが 自由意志 に基づ く 「行為(action)」 と、 自由意志 に基づ かない 「性 向

(disposition)」 を区別 し、後者 と 「疾病」の発達の問の相似性を強調 していることを援用

する。

「これ らの原理 を"無 抑制飲酒"に 適用す ると、"疾 病"の 獲得 は限 られた場合 にのみ

自由意志 に基づ くものである。 しか しひ とたび病気の型に到達する と、これはそれ以外の

病気 とまった く変わらない。つ まり外側からの手段以外にそれを終結 させ るこ とは、意志

の及ばぬ ところにあることは明らかである。」

(同:56)

アル コホリズムに対 して、道徳的、司法的対応 をするのではな く、「病気」 として医療

的対処 をしなければな らない というためには、アルコホ リックが無力である、「意志」で

は どうに もな らない とい うことに根拠が求め られているのである。飲酒行動 に 「意志」

が働いているか、働いていないかが争点になってい る。 それ はジェリネ ックがあげてい

る 「アルコホ リズムが病気 である」 とい う主張 に対抗 した勢力側の主張 を見て も明 らか

である。

「私 は、多 くの酒のみがそのつ もりがあれば、今 日にで もそ してそれか らずっ と、酒 を

`3}酒造業 界にと
って、そ して禁酒法以後 のアメ リカ消費社会 にとって、 アルコールはすべての人 に

嗜癖 という病 を もた らす のでは ない、 アル コホ リック とは多数 の飲 酒者の うち、何 らかの嗜癖す る傾向 を

もっ たマ イノ リテ ィであ る、 とい う見 方 とそ う した嗜癖 す る傾 向なる もの を病態学 的に証明す るこ とが医

学に期待 されるのである。

京都社会学年報 第11号(2003)



ioo 佐藤 アルコー ル問題の概念化 に関す る一考察

やめ ることがで きるであろうと考えている。 しか し彼 らはそ うしたが らないのだ…私の観

察か らすれば、最初の段階の酔っ払い と、最後の段階の酔っ払いのあいだには明白な違い

などあ りは しない。両者にも、ある欲求があ り、それを満た したいという意志があるのだ。

人が飲酒するのは、たんに飲むのが好 きだからであ り、酔っ払 うのが好 きだか らである。」

(J・E・Toddに よる1882年 のパ ンフレット、 ジェリネック 同:240)

「自身でコン トロールで きる とされる行動 に対 してその人の責任 を持たせ る社会で は、

アル コホ リズムの疾病概念の正当性は、アルコホリックが自身の飲酒 とい う行動 をコント

ロールすることがで きない、それゆえに、アルコホ リックは責め られるより助けられるべ

きである、 という主張にかかって くる」(Conrad&Schneider1981:96)

このような要請からして、ジェリネ ックの疾病本質の要点は 「抑制喪失」に他ならない ω。

ジェリネ ックはこの点で一貫 していた。

「アルコール嗜癖の疾病概念 は過剰な飲酒には適用で きない。む しろそれは、ある種の

アルコホ リックにだけ起 こ り、 また長年の過剰飲酒の後にだけ現われ る、抑制喪失にだけ

適用 される。抑制喪失はそれ 自体、過剰飲酒がその症候 である何 らかの異常な状態を導 く

プロセスによってもたらされる疾病の条件である。」(Jellinek1952:674)

また彼のアルコホ リズムの進行的イメージは次の言葉に要約 される。

「…抑制喪失の発達は、段階的で緩徐 なものである。 しか し、初期の 目立たぬ型であっ

て も、抑制喪失は個人のかかわる選択を しだいに狭 くして、不全感 を引 き起こさせ る。嗜

癖性過程が軌道 に乗 って しまうと、個人の果たせる役割 は消失 して しまい、アルコールが

主導権を握って、神経組織は漸次この物質で条件づけ られて しまう。嗜癖者がいかにあが

こうとも、アルコールが決定因子 になるまで、アル コールは進行的に"乗 っ取 って"ゆ く。

したがって、"ア ルコホリズムは酒ビンでな く、人間にある ㈲"と いうスローガ ンは場合

によっては危険である。」(ジ ェリネック1960=1973:177)

{4)ジェリネ ックの 「抑制喪失(lossofcontrol)」 は、アルコホ リックス ・アノニマス(A・A)の 会

員への調査か ら得 た用 語であ り、概念で ある。 「アル コホ リックス ・アノニマ スで回復 したアル コホ リック

は、"抑 制喪失"と い う場合、彼 らの飲 酒歴の発展 過程 で、一杯飲 酒 した ら連鎖反 応を起 こ して、"一杯 か

二杯 だけ飲 む"と い う彼 らの意図が 守れな くな り、一 しば しば本 当に辛 く、 いやいやなが ら一 、彼 らの意

志 に反 して どん どん飲み続け るにい たった段階 を意味 させ ている。」(ジ ェ リネ ック 同:49)
(9こ れ は もともと酒造業界に よるスローガ ンである

。アル コホ リズムの原 因を特定 の人のある性 質

に帰す ことが酒造業界 には好 ましい。禁酒法以後 のアル コール問題の 「医療化」、つ ま り問題を医療にゆだ

ねる ことは、 この ように原因 を(医 学、生物学的 に)個 人化す ることで ある(Gusfield1982=407)。

Kyoto Journal of Sociology XI / December 2003



佐藤 アルコール問題 の概 念化 に関す る一考察 101

1-3意 志の保存

ジェリネックの論理では、進行的にもた らされる薬理学的な作用 によ り身体的依存(離

脱症状の発現)が 確立 されると 「抑制喪失」が起 こるので、アルコホ リックは意志に よっ

て飲酒 をとめられない、だか ら何 らかの医療 的対処がなされるべ きであ り、アルコホ リッ

クは病 人として扱 われるべ きである、 ということであった。そ もそ も、この ような考 え方

の基本には、人間には飲酒行動 を抑制する 「意志」があるとい う前提がある。 その意志が

何 らかの要因 によって冒 されているとい うことを説明するために、「酒 ビン」によって進

行的にもた らされる薬理学的効果 を持ち出さねばならなかったのだ。

「ある種 のアル コホリズムに、病気 としての性質が あるとか りにみ なされるとすれば、

酩酊を引 き起 こす行為 もアルコホリックの意志のお よぶ範囲を越 えているとみな して よか

ろう。それにもかかわらず、抑制喪失には、病気 になる基礎が準備 されつつある時期、そ

してまた、意志障害の問題が まだ起 こってこない時期が先行す るものである。」(同:54)

このように 「抑制喪失」が薬理学的な 「過程」によって もたらされるのであれば、そも

そ も、長年 にわたっての飲酒行動 を行わせ る 「意志」、何 らかの意図な り動機付 けを全 く

考慮にいれないわけにはいかな くなる。

五種類のアルコホリズムの うち、薬理学的に基礎付け られた 「抑制喪失」は、五種類の

うちガンマ(だ け)の 特徴であった。 さらに、ガンマ ・アルコホリズムにおいても 「抑制

喪失」があ らわれるのは非常に限 られた場面である。

「(a)一 つの連続飲酒が完結 してか ら、次回の連続飲酒が始 まる機序 と、(b)一 回の

連続飲酒の最中における飲酒の続行 との間の差をはっ きりさせな くてはな らない。 この区

別は、多 くの論文でそれ とな くなされているに過 ぎない。 この点における区別が欠如 して

いることは、不 当な治療上 の主張 とあいまって、多 くの誤解 と対立 の源 となってい る。」

(同:161)

離脱症状があらわれ、それによって 「渇望(craving)」 「抑制喪失(lossofcontro1)」 が

起 こるの は(b)の 「連続飲酒発作(drinkingbout)(61」 中のみである。それに対 して、

一 回の連続飲酒 と次の連続飲酒の間には、

`ω連続飲酒 発作 とはた とえばつ ぎの ように描写 されてい る
。 「連 続飲 酒発作状 態の人は、 食事 もと

らず、洗面、着換 えな どの基 本的 な日常 生活 も放 り出 して、ひたす ら飲 んで は寝 るを くり返 します。 時に

は、 自室 に鍵 をかけ、 カー テ ンや雨戸で外 界 を遮断 して飲 み続 けます。 身体 もこわす し、 自らの社 会的立

場 も著 し く傷つ けて しまい ます。 たいて いは数 日後、水 を飲 んで も嘔吐す る という状態 になっ て、精根 つ

き果て るとい う感 じで、飲酒 を断念 しますが 、 この あ と数 日間、離脱症 状が続 き、汗 まみれの眠 れぬ夜 を

過 ごし、 日中は手のふるえや動悸 に苦 しん だ末 に、 ようや く元 に戻 ります。」(斎 藤編1986:24)
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「連続 飲酒 を中止 した直後 に繰 り広 げ られた諸症状 は何 も認 め られず、ア ルコホ リ

ックはアルコールを"要 求す る"よ うないかなる徴候 も示 さない。 ……次回の連続飲

酒 に突入す る前 に、アル コホ リックが アルコールを入 手で きない状況下 に置かれる と

す る と、酩酊状態 の期 間中アル コールが切れ る と現 れて くる諸行動 はまった く現 れな

い。 た とえ何 も治療 され な くとも、何 ヶ月で もまった く苦痛 を示 さず に病 院に とどま

って い られる。 病院 を離れ た ら彼 はす ぐアル コー ルを口にす るか もしれ ないが、今述

べた ような場合、アル コールの抵抗で きぬ欲求 とか身体的要求な どは問題 にで きない。」

(同:162-163)

ただ し、ここには、一度 「離脱症状」 による 「抑制喪失」 を経験 したガンマ ・アルコホ

リックは、再飲酒す るたびに 「連続飲酒発作」に陥ってい くという、耐性 の増大 によって

説明 され る前提 がある。 よってガ ンマ ・アルコホリックに とって回復 とは完全に酒を断つ

こと以外 にない。

この ように狭 く 「抑制喪失」の現 れる範囲を限定す ると、その他の場面 における意志の

働 きを排 除しえない。上に引用 したように連続飲酒発作 と次の連続飲酒発作の間には 「抑

制喪失」を もたらす離脱症状が現 れない。 したが って、連続飲酒発作が一段落ついた ら、

次 に飲 むか飲 まないかに関 しては、個人の意志の問題だということになる。ジェ リネック

が治療 として考える 「完全断酒」 も、アルコホ リックの意志(意 識)次 第だということに

な り、治療 はまずそのアルコホ リックの意志(意 識)に 働 きかけて行われねばならないと

い う含意がある。

つま り、 ここにアルコホリズムが、生理学的機序 だけによって説明されない、医学的な

働 きかけだけでは治癒 されない部分の残 る病気であるという性格があ らわれている。

ジェリネ ックが中心的メンバーで もあったWHOの アル コホリズム及びアル コホリズム

委員会 の1955年 の報告に もこの 「抑制喪失」 の限定、アルコールへの 「渇望」の性質の区

別が見 られる。

「離脱症状 によって示 され るようなアルコールの身体的欲求は、長期間持続的な大量使

用のの ちに、アルコールを中断 した直後にのみ現われる。そのような身体 的欲求は、 もは

や離脱症状 はみられな くなった、かな りの期間の禁酒ののちの、飲 酒再開の原因に仮定す

ることはで きない。……委員会は、(a)先 に述べた状況下 で、アル コールを禁断 した直後

に作動す る過程 と、(b)離 脱症状が消失 して しまった後に、飲酒 を再開させる過程 との間

に明確 な区別を付すべ きであると感 じている。」(同:165)

そ して、この報告では、(b)の ある程度の禁酒の期間ののちの飲酒再開は、心理的要因、

なん らかの(身 体的依存以外の)病 態生理学的状態、飲酒させ ようとす る社会的圧力、何
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らかの事故などによって説明 されるだろうとい う(の。

ジェリネック自身、行動心理学(学 習理論)の 研究にある程度の期待 をよせているのだ

が、実際 ジェリネ ック以降、「抑制喪失」が どの ように起 こるか、また どこまで拡大で き

るかという試みが、とくに行動科学による 「精神的依存」の メカニ ズムの探求 とい う形で

行なわれるようになった。 ジェリネックが、個人の意志ではどうにもならない、それゆえ

に外部か らの介入が行 われるべ きであるという主張の(つ まり医療的処置の)根 拠 とした

「抑制喪失」 を巡って議論が展開 してい くのである。

ジェリネックの 限定された疾病概念が、「アル コホリズムが病気である」 ことを主張す

るために、「意志の及ばない」 ということに基盤を置かな くてはな らなか ったことをみた。

ここにはすでに 「人は意志で もって飲酒行動 をコン トロールす るはずであ る」 という判断

(そ うした人間像)が ふ くまれている。 また、「独立 した疾病」であると主張するために、

「抑制喪失」がおこる場面は限定 されねばな らない。それによって、 ジェ リネックは 「病

気」 の証 明 であ る 「抑 制喪 失」 飲 酒 と単 な る 「過剰飲 酒 」 を区別 し、 「飲 ん だ くれ

(drunkard)」 や 「どや街(skidrow)」 などにつ きまといがちな道徳的 メタファーを 「疾

病概念」か ら排除 しようとした。 しか し 「意志」は残 り、飲酒 をコン トロールす る 「意志」

は回復で きない とはいえ、「意志」に よって断酒 を実行 しなければな らないとい う道徳的

なニュア ンス も残るのである。次に、アルコホ リズムが 「意志 の病」として概念化 された

際の論理にさかのぼってみよう。 ジェ リネックの疾病概念の祖型が見 られ、 また多 くの錯

綜 した問題化の論理にあって、個人の意志 と、それ をむしばむ習慣や、体質、先天的傾向

などの外的な必然の力(necessity)と いう対立構 図(自 由意志vs決 定論)が 繰 り返 しあら

われるのが見 られるのである。

2「 意志の病」 としての 「嗜癖」 「嗜癖」発見の文脈一

あ る 人 が どれ く ら い か の 量 の 酒 を 飲 み 、 何 らか の 行 動 の コ ン トロ ー ル を 失 っ て い る よ う

に 見 え る と き、 まず 気 付 くこ と は 、 酒 が そ の よ う な コ ン トロ ー ル の 喪 失 を も た ら した と い

う こ と で あ る 。 この よ う に 考 え る と き、 ア ル コー ル に 「脱 抑 制(disinhibitor)」 作 用 が 内

在 して い る とい う想 定 に た っ て い る 。 飲 む 人 の 意 図 や 状 況 に 関 わ りな く、 ル ー ル を違 反 す

る よ う な 行 動 、 か た くる し く な い 他 人 へ の 態 度 な ど を も た らす の は 酒 の こ の 性 質 に よ る も

エ71委員の一 部によ
って、a)の 連続飲 酒中の欲求 を 「非象徴的(non-symbolic)」 、b)の 連続飲 酒の

後 の、再 び連続飲酒 を もた らす飲 酒の欲求 を 「象徴的(symbolic)」 とよぶ ことが提唱 される(斎 藤1978b:

122)。 これが、「症候説」的 アプローチ、個体の体質、性 質、個 体を取 り巻 く環境、状況 に要因を求めてゆ

く方向である。
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のだ とい う想定である。酒が人々に徒党を組 ませ、秩序を乱す とい うおそれ(社 会統制上

の要請)も 、酒が もた らす親密 な感 じが人と人を結び付 け社会統合に寄与する との人類学

的考 えも、この ような想定 に基づいているといって よい。

社会統制上の関心か ら導かれるアル コールの問題化、あるいは社会統合 をもた らす儀礼

的触媒としてのアルコールへの期待、つ まり集合的行為 としての飲酒 とい う問題設定か ら、

断絶 したもの として、 「個人的モ ラル」の問題 としての飲酒 という概念があ らわれる。 ア

ル コホ リズム を 「意志 の病」 と考える概念化 がそれである。 「禁酒運動(Temperance

Movement)」 というと、アルコールが もたらす社会問題 ・都 市問題 を糾弾 し、アル コー

ルの製造や販売へ の規制 を求めた運動だとイメージされやすい。た しかに禁酒運動 にはア

メ リカの全国禁酒法(Prohibitionhaw、1920-1933)の 制定 として結実 してゆ く流れが

ある。 しか し、禁酒運動は まずは 「個人的モラル」の問題を扱 うもの として、 また個人の

モ ラルに訴えかける運動 として うまれた。モラルをおびやかす もの としてのアルコールを

「悪魔のラム(demonrum)」 と意味付 けなが らも、アルコールの問題は個人的モラルの

問題だか ら、 また、私的営利活動へ の政府 による介入だ として、 アルコールの流通への法

規制 を求める動 きには歯止めがかかっていたのであ る。

この ような個人的モ ラルという問題設定、個人のモ ラルへの介入の登場 と 「嗜癖」の発

見は重な り合 う事態であった。

2-1個 人化の強度

まず、 「病気 と しての アルコホ リズム」 は 「嗜癖(addiction)」 として、「意志 の病

(diseaseofthewill)」 として問題化 された。 この考えでは原因は個人の意志 の弱さに求め

られている。 これ も一つの疾病概念 としてあ り、そこで意志の弱いアル コホリックに対 し

ては、その人の意志 に向けた介入があ りうる。患者 の意志の外部に原因を求め、そこに治

療 のターゲ ッ トを向ける というや り方 とは異な り、その人が完全に責任が解かれるわけで

はない。1-3で 述べたように、ジェリネックの時代にもアルコホリズムは完全には免責

されない病気 としてある。ジェリネックは 「疾病視」を掘 り崩す もの として道徳問題 とし

ての問題の処理か ら距離 をとろ うとしたが、個人的道徳間題 としての見方 こそ 「疾病視」

の起源だったのである。疾病視の基礎 としての 「抑制喪失」 を、ジェ リネ ックはアルコー

ルの身体へ の作用(耐 性増大、離脱症状)に 求めるの に対 して、「意志の病」 という問題

化はアルコールによって弱 らされた意志 に求めたのである。つ ま り、 アルコホ リズムが道

徳 問題であ り、教育 ・司法的対応の範疇 であるか、医療 問題であ り 「病気」 として扱われ
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るべ きか どうかは争点 になっていない。問題が どちらに概念化 されるにせ よ、アルコール

への 「嗜癖」は個人に関わる、個 人の経験す る問題であるという意識がそれ以前にな りた

っている必要があるのではないだろうか。

そ して、「意志の病」の問題 として概念化 されるためには、単 なる酩酊、過剰飲 酒 と、

「意志では とめ られない」嗜癖的飲酒 との区別がなされなければな らない。つ まりは、飲

酒への欲求を 「意志ではとめ られない」 とい う人々の経験が定型化 される必要がある。そ

してそれが 「病」 として問題化 されるには、「飲酒をコン トロールす る意志の強 さ」 なる

ものに価値が置かれていな くてはな らない。

アメリカが植民地であった時代に主にマサチューセ ッツを中心 とした北部植民地におい

て 問 題 化 さ れ た の は 「過 度 の 飲 酒(excessivedrinking)」 や 「酔 っ 払 う こ と

(drunke㎜ess)」 であった。泥酔者に対 しては、道徳的悪 として教会か らの働 きかけ(道

徳的説諭か ら 「破 門」に至 るまでの)や 秩序を乱す ものとして政府か らの処罰が行われた。

また、 ライセ ンス法によって酒場の数を制限することによって、酒類の販売 に規制が加 え

られた 〔8)。

アルコールにはある種の社会統合の機能を果たす側面がある。実際、初期植民地におい

ても 「酒場」は教会に隣接 し、社交の場 として も、裁判、選挙の投票、商取引な どをおこ

なう場 としても地域コ ミュニテ ィの中心 としての役割を果た していた。 しか し、ここで指

摘すべ きは、植民地の宗教的権威者や為政者 たちが、本 国の農村 的生活サ イクルや国教会

に由来する、宗教的儀礼、集団的儀礼へ敵意 を向けていたことであろう 〔9)。そのなかで飲

酒の社会統合的側面にたい しても嫌悪感が向けられたのである。集団的な飲酒が秩序の棄

乱 につ ながるという社会統制的意識 ももちろんあったが、植民地の指導者たちにはなによ

り、腐敗 した旧国の教会 にたい して自らの宗教的立場を明確 に表明する必要があったので

ある。 それは、教会組織 に媒介 されない神 と人との直接 的、個的な関係の主張であ り、植

民地の契約社会における、私的な個人的な利益 を追求する個人 という当時 うまれつつあっ

た資本主義の想定 にかなった ものであった。アルコール とそれが もたらす問題 に対す る対

処の背景に、 この ような、集団、組織への敵意 といってもよいほ どの強い個人化の契機が

あ り、それが飲酒の 「個 人的なモラル」 としての問題化 の登場 を用意 したといって もよ

いo

{8)岡 本1994:27
。

〔9℃onroyl991 .国 教 会 に 由 来す る 多 くの 儀 礼 が 植 民 地 で は 姿 を消 した。 そ の 流 れ で マ サ チ ュ ー セ

ッツで は1639年 に 「健 康 を祝 して の飲 酒(healthdrinking)」 を禁 止 す る法 令 もで て い る。
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さて、Levine(1978)に よれば、「嗜癖(addiction)」 としての問題化一 単なる 「大酒

のみ(drunkard)」 か ら 「習慣的酩酊者(inebriate)」 、「嗜癖者(addict)」 を区別するこ

と一 は18世 紀末～19世 紀初頭の禁酒運動の中には じめてあ らわれたという。 それ以前に飲

酒へ の欲求を表 した語彙は、酒への 「愛」 とか 「愛着」 といったものだった。それ に対 し

て、18世 紀末 くらいか ら、飲酒への欲求が単なる際限のない欲求 としてではな く 「意志」

によっては 「打ち克ちがたいirresistible」 ほど 「圧倒的なoverpowering」 欲求 として経験

され、観察 されはじめた とい うことである。ここでは飲酒 を抑制する 「意志」 と飲酒 を促

進す る 「欲求」の二つが対立する形で個人の内面 に設定され、「意志」 よって 「欲求」 を

コントロールするということが想定 されは じめたのである。

このような見方は、内科医のベ ンジャ ミン ・ラッシュ(BenjaminRush)の1784年 の論

文 「人体 と精神 に及ぼす影響 についての一考察」に明確 にあ らわれている ω。そこでラ ッ

シュは、飲酒をやめ られない とい う 「意志の病(diseaseofthewill)」 に特徴づけられ る

「発作(paroxysms)」 に注 目し、その 「発作」が進行的にその頻度を増 しておこって くる

とい う 「進行性」 を指摘 し、そ して病 にたいする治療 として完全 に酒 を断つ ことを提案 し

た。つ まり一度 「進行的」 に 「意志 の病」 に罹 ったなら元の抑制 された飲酒生活 にはもど

れないというこ とである。 このような 「嗜癖」像は、のちの ジェリネックの 「ガンマ ・ア

ルコホ リズム」 における 「獲得性耐容量増加」、「抑制喪失」などの要件を満た している と

いえよう。 また、ラ ッシュは 「嗜癖」 という 「病」 を診断 しそれに対 しての治療 を提案 し

ているだけではな く、つ ま り、飲酒 によって もた らされる様々な 「病気」に触れているだ

けではな く、病気の進行 とともに、道徳的な退廃 ももた らされるとして、「嗜癖」が道徳

的 な悪 であることも啓蒙的に訴えている ㈹。つま りここではた しか に 「嗜癖者」は 「病」

に冒されてい るがそれは 「道徳的な病」で もあるのである。 ラッシュは道徳的退廃 をもた

らすアルコール(蒸 留酒)、 またそれ らの使用 に寛容 な社会習慣 を道徳的に告発す る禁酒

運動 にも積極的に協力する。

この ように、「欲求」「欲望」が 「意志」 を凌駕 してゆ く経験 として 「嗜癖」が語 られ始

めた。社会統制的関心、集団的飲酒の問題か ら離陸 した もの として、それが個人の内面の

道徳的な問題 としてあ らわれは じめた。 このことの背景 には、近代社会の成 り立ちに関わ

る(資 本主義経済を駆動 した)あ る人間観が横たわっている。酒が 「脱抑制」因子 として

"ｰ'Levine1978:151

〔m酒 の 酒 類 と、病 気 と、 道 徳 的 な悪(家 庭 崩 壊 か ら犯 罪 まで)を 進 行 的 に一 次 元 的 に 対応 す る とい

う 「道 徳 身 体 温 度 計(moralandphysicalthermometer)の 図 式 化 が よ く知 られて い る。
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働 き、人々の逸脱 した行動を導 き出 し、それが社会(組 織、集団)へ の脅威 となる、だか

らライセンス法などによって酒の販売の統制(liquorcontrol)を しなければな らない。こ

の ような考 えでは、個人の飲酒欲求 と集団的利害が対立 している。「モ ラル」 としての問

題化 は、 このような 「集団」vs「 個 人」 という対立ではな く、「個人」の 「内面」 に 「意

志」 と 「欲望」の二項対立を設定することなのである。

アメリカの初期植民地における社会組織の成 り立ちを分析 した佐藤俊樹(1993)が 指摘

するの も、契約 による組織の成 り立ちの前提 となる個人の 「自由」 としての 「内面」であ

る。プロテス タンテ ィズムによって、「神」は手の届 かない超越的存在であ り、圧倒的で

絶望的 な距離をもって 「個人」がそれに対す るとい う構図が もちこまれた。欲望は、救済

不可能な無 限に昂進する 「原罪」 として個 々の人間に付与 され、救済 され るかいなかは

「神」のみが知ってお り、 しか もあ らか じめ決め られているのであった。救 済の確証を得

るべ く個人は原罪 としての強力な 「欲望」を、強力 に抑制す る 「意志」 をふるわなければ

ならない。 われわれが もっている 「欲望」一無限に昂進 してゆ く 「原罪」 としてのq21一 、

それ をコン トロール しうるのは、 もはや教会で も社会的規範で もな く、ただわれわれの

「自由意志」のみなのである。

「絶対的な創造神の下で原罪が存在す るな らば、その罪性 を帰責 されるべ き根拠、罪 を

回避 しえた能力が人間の側に存在 しなければならない。 こうして原罪の原因で もあ り結果
ヘ ヘ ヘ ヘ へ

で もある欲望 と同 じ深度で、それを抑制すべ き自由意志が 「発見」 される。人間の罪性の

原因=無 軌道な欲望が絶対的 なもの、消去不可能なものであればあ るほど、その罪性を人

間に帰責す る根拠たる選択能力=自 由意思 もまた、絶対的なもの、消去不可能な もの とな

って しまう。」(佐 藤俊樹1993:95)

個人の欲望 とそれへ のコン トロー ル(自 己規律)と して設定される 「自由意思」。この

二つの設定によって、まず、集団的(組 織の)利 害が、個人的利害の レベルか ら離陸する

ことが可能 となった。個人の合理性 に侵食 されることな く、組織 自体の合理性 による組織

の運営、経営が可能になる。 また個人 も社会 に内包 されるのではな く、社会か ら切 り離さ

れた ものとして(普 遍的 な 「人格」 として と同時 に個別的な 「個人」 として)「 自由」 に

行為や帰属 を選択する主体になる。

㈱ 「むろん、欲望敵対型の禁欲 自体 は、 これ また特 にめず らしい ものではない。宗教的な背 景を もつ

禁欲 は多 くの場合、そ うした形 をとる。 プロテ スタンテ ィズムの禁欲のユニー クな点 は、禁欲状態 を持続 し

ている間 も、個人の うちに欲望充足 とい う合理性 の準拠点 は消去 されないまま存在 しつづ ける、 という了解

を持 ち込んだ ところにある。個 人の欲望 とい う準拠 点は人間の原罪ゆえに、本 質的な無軌道性 をおびたまま

残 りつづける。それ 自体 は どんな禁欲や修行 に よって も消去不可能 なので ある。」(佐 藤俊樹 同:50)
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「嗜癖」経験 にあ らわれた 「意志」 と 「欲望」の分裂 には、 このようなプロテスタンテ

ィズムの人間観(「 内面」の発見)を 背後 によみ こむことがで きる。飲酒へ の欲求を止め

られないのは、酒が 「脱抑制」作用を持つのに加 えて、嗜癖者の 「意志」が病んでいな く

てはな らない。問題解決の手段 としてアル コールへの統制に加 えて、嗜癖者の 「内面」、

「意志」 に働 きかけるとい う手段が うまれるのである。

2-2病 者 としての 「嗜癖者」

初期の禁酒運動 においては、個人的に禁酒、あるいは節酒の誓約書に署名す るかたちで

会員を拡大 してゆ くものが主流であった。飲酒が個人的な道徳問題 として とらえられは じ

め られていた とはいえ、禁酒運動は、適度 な飲酒者たちに向けて、過度の飲酒に陥らない

よ うに禁酒 や節 酒の必 要性 を説 き、誓約 書 に署名す るよ ううながす もので 、酒 のみ

(dnmkard)は この ような運動か ら排 除されていた。他者の 「嗜癖」 という問題に対 して、

「病気」 として(「 嗜癖者」 に対 して 「病人」 として)な んらかの対処 をしようとい う志向

がまだ弱かった頃である。アルコールの流通に対 して法的な規制 を設け ようとい う動 きは

あったが、それは社会統制的意味合いが強かった。「個人的な道徳問題」 とい う主張 は、

「無関心」 という消極的態度 としてあったのではな く、「介入」 に対 しての拒否、私的な営

利活動に対 して何 らかの法的規制を加えようとする動 きを牽制するほ ど、積極的に働いて

いたと考えて よかろう。

あ る試算 によれば、19世 紀初めは、アメリカの一人当た りの蒸留 酒の消費量が増大 し、

史上最大を記録するまでになった という(13)。18世紀中ごろからアパラチア地方 に入植 しは

じめたス コットラン ド系移民は ウィスキー醸造技術を持ちこんだが、世紀転換期 頃か らそ

の地方で大麦、ライ麦、 とうもろこしなどの穀物が大量に収穫 されるようにな り、生産過

剰 となった穀物 は、醸造 して酒に変えてか ら市場 に運 び出びだされた。 このため安価 なウ

ィスキーが大量に出回るようになったと説明されている 〔1の。この時期に禁酒運動 も全般的

にさかんにな り、新 たな展開を見せ始めるが、重要なのは 「飲みたいという欲求 をコン ト

ロールできない」 とい う 「嗜癖」経験が多 くの 「嗜癖者」 自身によって語 られ始めた点で

あろう。

「19世紀に目新 しかったのは、ある特定の酒のみの経験 と行動への解釈の しかたが、正

q3}Rorabaugh(1976)の 試 算 に よ る。

㈲ 岡 本 同:50 。
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統化 された(legitimized)こ とである。植民地時代に も、飲酒への欲求が 「打ち克ちがた

い」 と感 じていた人 々はいたであろ うが、その経験 を組織化 し、それについて語るための、

社会的に正統化 された語彙がなかった。それはまとまりのない、 きわめて個人的な経験の

ままであった。19世 紀 になって、酒のみの経験 は定型化 され るほどになじみ深いもの とな

ったのである。」(Levineibid.:154)

この点で1840年 代に生れた、酒のみ 自身による、酒のみの酒を断つ こと(絶 対断酒total

abstinence)に は じまる更正 ・回復を目指 したワシントニア ン運動は特筆に価す る(15)。ワ

シン トニア ン運動は、 はじめボルティモアの6人 の酒のみたちがあ る牧師の説教を聞いた

ことを きっかけに始 まったが、立 ち直った酒のみたちが、 自らの試練 と飲酒欲求への勝利

の経験 を語 るス ピーチによって苦 しんでいる酒のみたちに訴えかけるというや り方で会員

の輪を広げてゆ く。 また、酒のみたちの酒 との戦いの経験は他の禁酒運動団体のパ ンフレ

ッ ト、啓蒙的小説などにも利用 されてゆ く。そうしたかたちで 「嗜癖」経験が多 くの人々

の注 目を集め、定型化 されていった。ある禁酒運動のパ ンフレットの書 き手は次のように

「嗜癖」 を描写 している。

「ある程度の、あるいはほんの少 しの完全断酒の期間があ り、それにつづいてひ どい放

蕩の発作が くる…彼 らは しらふの間は自分の状況 とその危機 について正 しく理性が働 き、

節度ある飲酒などない ことを知 っている。 まった く酒 を断つ ことに決め、自分が抵抗で き

ない誘惑を避ける。で も、だんだん と自信が出てきて、 自分の強さを信 じるに至 る。…そ

してほんの少 しの ワインを口にす る。その ときから、セルフ ・コントロールのバランスは

乱 され、悪 魔が再 びや って きて、理性 は放 り出 され、その 人 は破 滅 してゆ くのだ。」

(L、evineibid.:156に 引用)こ のような描写はジェリネックのガンマ ・アルコホリックの経

験 といわれても違和感 はない。

これまでの禁酒運動が酒のみ(drunkard)を 排除 して きたのに対 し、 ワシ ントニアン

運動に代表 され る19世 紀の禁酒運動の多 くには、「意志の病」 としての 「嗜癖」 を生み出

す ものがアルコールであると し、酒のみはアルコールに満ち溢れたこの堕落 した世界の犠

牲者だという認識があった。 この時期の禁酒運動 はおおむね、酒のみに対 しての共感的な

態度 をもって いた といえる。「意志の病」 であるとは、「病気」である と同時 に道徳的 な

「罪」でもあるという二重性 をもっているqω。道徳的に個人の意志 に働 きかける 「道徳的

㈹ 岡 本 同:77
。

〔L6}「酔 っ払 う こ と(drunkenness)は 罪 で あ る が
、 病 気 で もあ る 。 そ れ は道 徳 的 、 身 体 的 悪 徳 で あ

る と考 え られ る。」(Levineibid.:156)
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説諭」には、「治療」 としての意味 と 「教育」 「更正(矯 正)」 としての意味が含 まれてい

たと言えよう。

そ して19世 紀中 ごろか ら 「習慣酩酊者施設(inebriateasylum)」 とい う身体的対処 と

道徳的教育の両面をあわせ もった習慣酩酊者のための収容施設が、有力な禁酒運動団体の

支援 をうけて全米に50ヶ 所 にのぼるほど設立 される(17)。ベ ンジャミン ・ラッシュ以来、禁

酒運動のなかでアルコホリックに対す る疾病視は一貫 してみ られた ものだったのである。

「嗜癖の原因はアルコールにある と考えられ、 また酒は手に入 りやす くい まだに社会的

に受 け容れ られた物質であったために、だれかが飲酒の誘惑に負け、嗜癖するようになる

ことは極めてあ りそうなことであった。 よって、禁酒運動の演説や文献 には習慣 的酒のみ

は しば しば犠牲者 として見 られ、また19世 紀の終 わ りまで禁酒運動は酒のみの苦難 に対 し

てほぼ共感的な見方 を保 っていた。」(hevineibid.:159)

19世 紀の、「嗜癖」の問題化の社会的文脈 を次の ようにまとめることがで きるだろう('8)。

逸脱 を医療的なモデルにおいて とらえること、つ ま り逸脱に対 して治療的な関与 をするこ

と、これが18世 紀末から19世 紀初頭にかけて経済的にも政治的にも台頭 しはじめた中産階

級の楽観 的な啓蒙的世界観であった。理性 を付与 されている人間は、た とえ狂気や何 らか

の原因によってセルフ ・コン トロールを失 ったとして も、訓練 によって コン トロールを回

復で きる し、回復す る責任がある。 アメリカの中産階級 にとって も、セルフ ・コン トロー

ルは至上の価値であ り、それへの否定は明確 に定義 されな くてはな らなかった し、価値 の

否定に対 しては闘わなければならなかった。狂人は社会秩序 をみだす もの として閉 じ込め

な くてはならないのではな く、 自らを律す る主体 として矯め直 されなくてはならない。 い

わば社会統制が個々人の 「内面」のレベルで作動することが可能になったのである。

嗜癖 とい うセルフ ・コン トロールへの挑戦 に対 しては、アルコール とい う物質によって

生み出されるのだと明確に定義 されな くてはならなかった し、飲酒欲求 をコントロールで

きない人がいるなら、コン トロールを回復 できるように道徳的に働 きかけな くてはな らな

かった。

2-3「 意志の病」の問題

先に触れたように 「個人的 な道徳問題」 とい う見方は 「疾病視」自体 というよりむ しろ、

q7℃onrad&Schneideribid
.:83,ジ ェ リ ネ ッ ク 同:2。

""'Levineibid
.:163.
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法 によってアルコールの流通 を規制 しようとする動 きに対抗 した。争点 となっていたのは、

「道徳的説諭」 とい う個 人的な方法 と、普遍的な制度に よって酒 をこの世か らな くそ うと

い う解決方法であった といえる。アメリカの改革思想一般には、何 ものにも依存 しない独

立 自尊の 「個 人」 とい う神話がつ きま とい、「個 人」の力への信念 とそれか らくる強い

「組織不信」 は しば しば自由な市場 や社会問題への政府の介入 にたい してのバ ックラ ッシ

ュとして働いたq9}。 しか し、これは他者の 「個人的な」問題に 「個人的に」介入 しようと

す る論理 とは矛盾 しない。 たとえば、他者への介入 を目指す改革主義的志向を駆動 したの

も、プロテス タンティズム的 「個人の人格的責任のエ トス」 であった。

R・ ホフス タ ッター(1955=1967)は19世 紀末か ら20世 紀初頭 にか けての革新主義

(Progressivism)に み られた、都市問題や他者 の罪悪 に対する責任感 についてつ ぎの よう

に述べ る。

「福音書的プロテス タンテ ィズムにおいては、個 人は魂の改心 と救済の内的重荷 に自ら

耐えることが期待 される。この点に関する限 り、教会が提供 し得 る手段 は説教だけである。

これ と対照的にカ トリシズムでは、教会 自体の媒介者的役割が きわめて大 きな意味をもっ

てお り、個人の責任 とい うものはプロテス タンティズムの場合 と同 じ緊張度では要求され

ない。 ローマ ・カ トリック教徒にとっては、告解 と悔俊のかたちで罪悪感を心理 的に処理

す るメカニズムがひ らかれている。 このちがい を政治的用語 に翻訳すれば、革:新主義のも

って いた 道徳心 情 的激 情 を よ りよ く理 解す る ことがで きる。」(R・ ホ フス タッ ター

1955=1967:183)

「意志の病」 としての問題の概念化は、アルコールを嗜癖 の原因であるとす る考えと表

裏一体である。アルコールによって意志が病んで しまっている、正常 に働かな くなって し

まっているのだか ら、嗜癖者はアルコールに近づかないように助け られるべ きである。 し

か しこのように酒を制度 として禁止す るとい う解決策があま り支持されないのなら、飲酒

量を抑制する 「意志」にせ よ、断酒を続行する 「意志」にせ よ、個人の 「意志」 を強 くす

るようにはげますこ とになる。欲求に対 してのセルフ ・コントロールの価値はこうして強

く保存 される。「意志の病」に罹 っている嗜癖者は、その人に内在す るはずの 「意志」に

よって自ら回復することを任 される、「意志 をつ よ くしな さい」 と説教 される(「 道徳的説

諭」)か 、「放置」 される(社 会統制の網にかかれば 「罪人」 となる)か どちらかである。

この ように 「意志の病」 としての概念化か ら、放置、不介入が導かれ るのは、「意志」

(飲酒に対する抑制力)と い うものの強 さをどのように測 るか、 どの ように強化するか に

q9,R・ ホ フ ス タ ッ タ ー1955=1967
。
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ついてアイディアがないからで もあろ う。飲酒欲求 に負 けて しまう 「弱 った意志」「意志

の弱 さ」 なるものがあるとすれば、それは実体 として生理学的に明確 に証明されな くては

ならない。そ こでジェ リネ ックが持ち出すのが、アルコールの長年の使用による 「体組織

耐容量」 としての耐性増大、離脱症状の発現 という生理学 的基盤 なのである。一般に、 よ

り説得力のある介入 の論理 は、「意志の弱 さ」 なる もの を実体 として個体 の性質や身体的

器質として確 定することを目指すはずであ る。それが細菌学には じまる近代医学の 「特定

病 因論」である。

たとえば、「意志」、飲酒を コン トロールす る 「意志」 として働 く器官 を脳内にみつ け

ることがで きれば、その器官 に働 きかけるような 「治療」が可能 になる。実際、19世 紀

後半、 フランスのJ・E・D・エスキロール(Esquiro1)ら の 「単一狂(monomaniacs)」 研

究による素因論や、イギ リスの精神科 医H・モース リー(Maudsley)の 徹底 した決定論の

もとにこの ような着想が生 まれている(Valverde1998:45-65)。 当時の科学者 たちに と

って古い道徳 、宗教 に対す る挑戦 と意識 されてお こなわれたこの ような 「意志」の身体

(host)へ の 科 学 的実 体 化 に よっ て 、 「治療 」 とい う期 待 と人 種 の 「退化(変 質

degeneration)」 への危惧が可能 になる。 しか し 「治療」に関 してこうした見方が一般化

されることはなかった。

「悪習から美徳への王道も近道 も知 らないこ とを残念に思 う。…細菌培養 による診断や

注射 による治療が知 られるようにな り、広告には黄熱病か ら破傷風 まであ りとあらゆる病

気に対する血清が宣伝 されているという時代 に、いささか保守的ではあるけれども、習慣

的酩酊に対 しては新薬 も血清 も施すことがで きそ うにないと告 白せ ざるをえない。」(あ る

医学者の言葉、ibid.:61に 引用)

また、当時の英国酩酊研究協会(BritishSocietyfbrtheStudyofInebriety)の 中心人

物であったN・ カーは、習慣 的酩酊 を 「意志の麻痺」 に由来す るとして科学的実体化 を主

張 していなが ら、「意志の麻痺者」の回復の努力 を 「抑圧の くび きか らの、自由への戦い」

として賞賛するのである(ibid.=65)。

この ような例が しめすのは、アルコールへの嗜癖が、飲酒 をコン トロールする 「意志」

の何 らかの障害 として問題化 され、その 「意志」が科学 的にアクセス可能な実体 として身

体化 され、その回復が医学的な治療 によって可能である という発想が うまれなが らも、嗜

癖者個人の自由意志の行使 とい う道徳的努力が 「治療」 には必要であるという漠然 とした

認識である。

「意志の病」 という概念化、道徳的説諭 をみちびく論理には介入の不可能性が内包され

ているといってよさそうである。Robinson(1972)は 、アルコホ リズムに関する医療 的
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介入領域の拡大は、医療関係者が 自覚的に勢力拡大 してい くというよ りも、他のセクター

か ら医療専 門職への委任(押 し付 け)と いうかたちで、行われてい くという。実際、 アル

コホリズムの 「医療化」 につ きまとうのは、医療関係者側の とまどいや消極的態度である

といわれる。た とえば、病院のアルコホ リックの受 け入れを推進することを宣言 した1956

年のアメリカ医師会(AmericanMedicalAssociation)の 決議文にも次の ような前置 きが

ある。

「これら患者の手当てをしたい と思 う医師の最 も多 く、いつ も聞かされる不平のひとつ

は、アルコホリズムと診断 されたそれ ら患者を、多 くの病院が入院させたが らない とい う

こ とである。それ ら患者 は、手 に負 えず、非協調的で取 り扱いに くいもの と、多 くの人た

ちは考えている。患者たちの困った行動が原因で、病院当局は、そのように手 のかか る患

者の医学的治療のめんどうはみきれないと感 じている。」(ジ ェリネ ック,同,187頁 に引用)

アルコホ リズムには、つね に 「個人の(道 徳的)問 題だ」「個人に責任があ る」 とい う

非関与、不介入(放 置)の 正当化の論理が用意されてお り、それゆえに 「たらい回 し」の

感 じがつ きまとうのである。

3介 入の限界

「欲求」が 「意志」 を凌駕 してゆ く経験 として語 られは じめたこ とにより、「嗜癖」が

「意志の病」 として概念化 されたことを確認 した。そ して 「意志の病」「意志」の無力 をも

た らす何 らかの性 質や要因を実体 として個体 の身体 に想定す ることが、「病気 としてのア

ルコホ リズム」を立証するために用いられる論理である。ジェリネックの疾病概念の限定

された意味での基礎は、長年 の大量飲酒(「 習慣」)の 末に獲得 される、ある身体の状態で

あった。純粋 にこの意味だけ とると、身体的依存 をもた らす生理学的基盤 は 「酒 ビン」に

よって進行的に獲得 されるもので、いわば誰にで も身体的に依存 してゆ く可能性があると

い うことになる。 したがって、 ここでは長年の大量飲酒を導 く何 らかの意志、意図が アル

コホリックの 「自由」 として残 されている。 この ような自由意志 と必然 的欲求(決 定論)

のジレンマは、19世 紀の習慣 的酩酊研究や、デューイやジェームズなどのプラグマティズ

ム思想が主題 にし、行為 を選択する自由意志 を持つ という人間像 と、物理的作用によって

ある行為へ と必然的に導かれるという人間像 をつな ぐものとして持 ち出されるのが、やは

り自由な行為の積み重ねとしての 「習慣」であった(Valverdeibid.)。

また、 ジェリネ ックはガンマ ・アルコホリズムにおいて、離脱症状の発現による 「抑制

喪失」がおこるのは、「連続飲酒発作」の期間だけである、 と述べていた(1-3)。 これ
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では連続飲酒 と次の再飲酒 をつ な ぐメカニズムはわか らなないとい うことである。(た し

かなのは次の再飲酒がふたたび連続飲酒へ と導かれる、 とい うことだけである。)多 くの

部分で、「意志の病」 とい う概念化 と同 じように、「意志」や 「内面」を問 うことがで きる

余地が残 されている。そ してそれゆえに、他 人には何 もで きない、本人 に任せるしかない、

という介入の不可能性が残 される。 ジェ リネックのアルコール医学には、結局、「意志の

病」 と同 じ道徳からまぬかれていないだけでな く、道徳問題 とし'て個 人に問題が送 り返 さ

れ る契機を排 除 しえない。

ジェリネ ック以後、たとえば 「抑制喪失」があ らわれる再飲酒か ら再飲酒を導 くメカニ

ズム、また再飲酒後の連続飲酒 を導 くメカニズムの探求が、学習理論による 「精神的依存

(psychic-dependence)」 という概念化 によってめざされた。 しか し、学習理論 に基づいた

研究の中か ら、「抑制喪失」その ものを否定するような実験結果が提 出される。そ もそも

ジェリネ ックの理論では、「抑制喪失」をもた らす身体 的依存 は一度確立 されるともとに

は戻 らない、つま り一度 「抑制喪失」 を経験 したアル コホ リック(ガ ンマ ・アル コホ リッ

ク)は もとの ように抑制の とれた飲酒行動に戻 ることはで きない(一 旦戻 った ように見 え

て もいつか連続飲酒発作が再び起 こる)と いう、不可逆的な進行 とい うニュアンスをもっ

ていた。ジェリネックはこれを、彼の疾病概念のもう一方の軸である 「獲得性耐容量増加」

か ら導 くのであるが ⑳、つ ま りは一度身体的依存 によってガンマ ・アルコホ リックになっ

たアルコホリックの再飲酒は 「抑制喪失」の性質 を備 えていなければならない。 これが、

ジェリネックの接 したアル コホ リック ・アノニマス固有の考え(ア ル コホリック ・アノニ

マ スでは 「回復」 はまず は完全に酒 を絶つ ことである)を 反映 したものではないかとの反

省がな され、「抑制喪失」概念 自体の妥 当性 が問われ るようになるのであ る ω。そ して、

実際のアル コホ リックを被験者 にした実験がな され、実験の状 況下 では 「抑 制喪失」や

「渇望」が見 られない こと、 ある種のプログラム化 された訓練に よって一度 「抑制喪失」

を経験 したアルコホ リックももとの ように抑制 された飲酒パ ター ンに戻 るこ とができるこ

とが、実験結果として示 される(22)。

「抑制喪失」をめ ぐってその有無が争点になってい くように(「 抑制力」の有無を主軸

に疾病概念が成 り立 ってい る)、 アルコールという薬物 の使用 が許 され、む しろ奨励 され

⑳ 「い っ た ん 獲 得 され た耐 容 量 増 加 は
、 長 期 の 禁 酒 の後 に 失 わ れ る こ とは あ って も 、ふ つ うあ る飲

酒 の 機 会 か ら次 回 の 機 会 ま で 消 失 す る こ と は な い 。」(ジ ェ リ ネ ッ ク 同:169頁)こ れ は 「持 ち こ し効 果

(carryovere丘bct)」 と呼 ば れ る 。(斎 藤1978b:130)
〔2D斎藤 同:126

。

〔認)Denzinl987=1993:28
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るような状況では、アルコホ リズムの疾病概念はセルフ ・コン トロール とい う価値か ら導

かれ るアル コールに対す る抑制力 とその喪失を本質化(自 然化)す ることで成 り立ってい

るのではないだろうか。あ るはずの抑制力が うしなわれるとすれば、その喪失のメカニズ

ムを明 らかに しなければならない。それは抑制力 を否定す るのではな く、抑制力、 さらに

はセルフ ・コン トロールとい う価値 を保存 している。 しか も、疾病本質が特定病因論の よ

うに科学的な根拠 をもったかたちで組み立てるこ とがで きない。介入は、抑制能力の喪失、

弱体化の原因を探 ってゆ き、得 られた知識 に基づいて行われる。 まず、その ような原因を

た どることがつねに論争的性格 を帯 びている。 しか もアルコホ リズムは 「意志の病」 とい

う道徳的概念化がそうであるように、普遍的な制度による解決ではな く個人の 自由に任せ

られる問題であるとい う性格 をまぬがれてい ない。医学、生物学、行動科学 などに代表 さ

れる決定論 とそれに基づ いた介入の論理 と、 自由な意志をもった個人という想定とそれに

基づいた介入の論理が、アルコール嗜癖の問題化のなかでは矛盾な く並立され、結果とし

て個 人によって問題解決が担われてゆ く。飲酒に対 しての抑制力 と行動全般 にかかわるセ

ルフ ・コントロールとい う価値が重ね合わせ られ、問題の解決がセルフ ・コン トロールす

る個 人に託 されてゆ く。それゆえに介入が 限界づけられる。

おわりに

アルコー ルとそれを飲用する人間が生み出す様 々な問題、その対処の なかで行 なわれる

諸個 人の統制のあ り方が多様であ る一方で、一貫 してテーマ とな り語 られているのは自由

と決定論の二律背反 とその乗 り越 えである。 またその乗 り越 えが個人の意志 に最終的にゆ

だね られてゆ くという限界が確認 された。Valverde(1998)に よれば、この ジレンマは、

道徳的非難の トーンを抑えた、無害性 、安全性を確保す る(犯 罪防止や消費者保護)と い

うリスク管理に基づいた、 リベラルな問題対処の発想の中にもあらわれ、それゆえそこに

も個人問題化 とい う回路が作動す ることになる。HIV予 防の 目的で行 なわれるNeedle

Exchange(23}に 代表 されるようなハーム ・リダクシ ョンHarmReductionは 、薬物使用者

を刑罰や道徳によって導 くのではなく、 自らへの害を自ら認識 させ、立 ち直 る目標 をみず

⑳ 薬物使用 を司法
、警察に よる取締 りに よるのではな く、新 しい注射針 を薬物 使用者 に配布す るこ

とで 、注射針 の共有 に よって広が るHIV感 染 を防こ うとい うもの。 アル コホ リズム治療 に関 して 、ハー

ム ・リダクシ ョンとは、 アルコホ リックに完全断酒 を一律 に勧め るのではな く、 アル コホ リック個 々人 に

ふ さわ しい ような回復プ ログ ラムをアル コホ リック自身に選択 させ るよ うな カウ ンセ リ ング手法 をい う。

しか し、北米で はと りわけ、AAの 示 唆する完全断酒が非常 に影響 力 をもってい るため、完全 断酒以外の回

復 目標が選ばれに くい(Valverdeibid。:174)。
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か ら設定させるような手法である。

しか しこうした リスク管理(ハ ーム ・リダクション)の 手法は、アルコールのもた らす非

人格的、集合的な問題への対処 として、環境要因への疫学的な手法 として用い られて も、ア

ルコホ リズム という個人的な問題の対処にはあまり用いられない。 また、集合的 リスク管理

のなかで も、相変わ らずセルフ ・コン トロールす る(つ まり飲酒を抑制できる)飲 酒者が想

定 されているとい う点で、結局は道徳的価値 を排除 しているわけではないのである ⑳。 ア

ルコホリズムに対する問題化が 自由意志論 と決定論によって引 き裂かれているように、 ア

ルコールを通 して人々の行為 を導 く仕方 も、このジレンマを保存 したまま、道徳的、規律

的な ものか ら、よ りリベ ラルな道徳の希薄なリスク管理的な ものにまで及びなが ら、個人

の 自由意志の強化につながるような契機を含みつづけるのである ㈱。アルコホリズムに限

らず、現代社会でさまざまに問題化 される 「依存」やそのケアについて、 リスク管理の個

人化 とい う観点から、その限界をみ きわめ、新たな統治性 を指摘 してゆ く作業 も必要であ

ろう ㈱。

また、 もう一点、アルコホ リズムは 「関係 の病」 ともよばれる。「共依存」 とい う概念

化は、酒をやめうととやか くかまうこと、それでかえって飲 んでいる方が うるさく思いな

が らも飲 みつづ けるこ とを支 えて しまっているという、介入 自体が問題 を持続 させ る、悪

化 させているという悪循環 の指摘である。この ような介入の病理 は、問題の対処が私的領

域に閉 じられて しまうとい う意味では個人化の結果である。 とはいえ、介入 を指示するよ

うな感情を伴った個人的な関係性が どのように秩序づけられているか とい う観点か ら、介

入の限界 を見極 める作業 も必要だと思 われる。 さらに、「共依存」 とは、 これまで論 じて

きた ような介入の根拠、意志があるか ・ないか という区別だけで、介入が行 われない よう

な関係の指摘で もある。端 的にそれは依存 しあった関係 なのだか ら。そもそもセルフ ・コ

ン トロールする個人 という人間観 に基づ く介入に限界がある といって も、それは非常に偏

った見方かもしれず、それ とは別の介入の論理の可能性 を探す ことがで きるか もしれない。

自助 グループやセラピーに関 していわれていること、また実践 レベルでの介入のあ り方か

ら、 その限界 と可能性について考えてゆくことが課題 となろ う。

伽Valverdeibid .:152,172-182

㈱ibid .:lgoカ ナ ダ で の 、 酩 酊 時 の犯 罪 に お い て も責 任 能 力 が全 面 的 に 認 め られ る よ うな 動 き。 「意

志 の 復 活(ressurectionofthewill)」 。

㈱ 山 家2003
。
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   A Study on the Conceptualization of Alcohol 

Problems: With a Focus upon the Concept of Disease

Hiroyuki SATO

     In various discourses on medicine, psychotherapy or self-help group activities, 

issues related to alcoholism such as dependence and addiction have attracted much 

interest. It is often said that these problems are "hidden" or "denied", in the sense that 

everyone tends to avoid confronting with the problems. In this paper, I would like to 

give a close examination into the ways in which some of the main assumptions related 

to alcoholism are conceptualized, with a purpose of showing why such negation has to 

take place under the present paradigm of alcoholism. 

     Firstly, E. M. Jellinek's work on alcoholism will be examined. For Jellinek, 

alcoholism is nothing but a disease. He argues in a scientific way that the human body 

suffers "loss of control" as an effect of a long-term habit of drinking. But his study also 

implies that the "loss of control" is limited to very few cases. This leads us to the 

examination of the relation of the indivisual will to the control of drinking. 

     In the next chapter, I will turn to the historical process through which the 

notion of "diseases of the will" was born. It was an expression widely used in 

Temperance thoughts in the United States. By tracing the ways in which alcohol 

problems caught the Reformists' attention, I will show that they became personalized 

and moralized at the same time. In other words, the appearance of the notion of 
"disease of the will" marked a critical moment in which the idea of socially coping with 

the problem was lost. 

     As M. Valverde (1998) also points out, many scientific challenges to the 

classically religious concept of "freedom of the will" did not effect the change of the 

policy of individualization. Indeed, some of the primary concepts concerning alcoholism 

(such as the "will", the "disease" as well as the "dysfunctions of the will") are no longer 

moralistic but somatic ones, but at the same time, individualization is so persistent in 

the field of alcoholism that the sufferer is still under the strong pressure of resolving 

the problem by exercising his or her own will. This, I would argue, is one of the main 

reasons why alcohol problems remains "hidden" or "denied" under the existent 

paradigm of alcoholism. This study is expected to make an important contribution to 

the development of social theory, especially in the fields of medicalization, 

power/knowledge realtion as well as the individualization of risk management in late 

modernity.
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